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■セミナー概要 
 中小企業者が活用しやすい、小規模事業者持続化補助金、ものづくり・商業・サービス新展開支援補助

を含む、平成 28 年度 2 次補正予算が平成 28 年 8 月に閣議決定され、再公募されることが高い確率で予想

されます。しかし、これら補助金は、あらかじめ、しっかりとした計画をたてておき、御社に必要な補助

金を申請するというスタンスでなければ採択は難しいのが現状です。 

 本セミナーでは、経営計画の作成方法や、補助金採択のポイント等についてレクチャーいたします。 
 

※小規模事業者持続化補助金…従業員数が製造業、宿泊業他 20名以下、商業・サービス業 5名以下の事業所が対象 

              販路開拓（チラシ・HP・看板・商談会等）を支援。原則、補助金上限 50万円 3分の 2補助 

※ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金…革新的サービスや、ものづくりの新事業を創出するため、中小企業の設

備投資を支援。（一般型）補助上限 1000万円 3分の 2補助 
 
 

 

 

 

 

 

 

■開催概要 

・日時  平成 28年 11月 4日(金)18：30～20：30        

・会場  小田原箱根商工会議所 １Ｆ ホール 
                      小田原市城内１－２１ 

・定員   ５０名  
・講師   高久 広 氏  中小企業診断士 
・受講料  無料 
・主催   小田原箱根商工会議所 中小企業相談部 
・お申込  10月 31日(月)までに、 

ＦＡＸ（０４６０－８６－４４１１） 
または、電話にてお申込下さい。 
※申し込み後、当日会場へお越しください。 

 

■お問合せ 小田原箱根商工会議所 担当：内田、飯田 
      電話：０４６０－８５－６２４５（箱根支部） 
                                                  

経営計画作成セミナー 参加申込書 

（切り取らずこのまま FAX（０４６０－８６－４４１１）をお願いします） 

於：小田原箱根商工会議所 

事業所名  

 

電話番号    

住  所  

 

受講者名 

 

 

 

 
◆経営計画の必要性 

◆経営計画の作成方法 

◆補助金採択に向けて 

◆補助金採択のポイント 
※小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金の説明になります。 

講師 
高久 広 氏 中小企業診断士 
 合同会社タカク 代表 
手打そば店の経営経験を活か
し、飲食業をはじめサービス業、
小売業、宿泊業などの経営支援
を行う他、補助金の申請支援等
も多数行う。「分かりやすい」「話
しが面白い」「聞いてよかった」
などの声が多く、経営力向上の
秘策も飛び出しますのでぜひご
期待ください！ 

持続化補助金・ものづくり補助金獲得のための 


